
 

ロゴマークについて 

 悩んでいるのは１人ではない、ということをイメージさせるため、複数のマークが

集まったものとしている。 

 プロジェクトの認知度を高めるため、プロジェクトに携わり、ひとり親家庭等を支

援する全ての者（関係府省庁、地方公共団体、ＮＰＯ法人等）が使用できる。 

 

 
 

ロゴマーク使用にあたって 

使用に当たっては、複数のマークのうち、１つのマークを単独で使っても差し支えあり

ません。ただし、ロゴマークのイメージを維持するため、可能な限り、形式や縮尺は変

更せず使用してください。適宜、以下の媒体を組み合わせの上、ご活用下さい。 

 

  

  
 


